[bookmark: 22000041301000000008]　　　一関市子どもの居場所づくり推進事業費補助金交付要綱
 (目的)
[bookmark: 22000041301000000010][bookmark: 22000041301000000014]第１　子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、健やかに成長できる環境の整備を推進するため、子どもの居場所づくりに取り組む団体等に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。) 及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
[bookmark: 22000041301000000016]第２　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[bookmark: 22000041301000000020]⑴　子ども　18歳未満の者をいう。
[bookmark: 22000041301000000024]⑵　保護者等　子どもを監護する者及び地域住民をいう。
[bookmark: 22000041301000000028]⑶　子どもの居場所づくり　子どもが安心して過ごせる場所において子ども及び保護者等に対する食事の提供又は子どもに対する学習支援、体験活動等を行う事業であって、次のいずれにも該当するものをいう。
[bookmark: 22000041301000000032]ア　市内で実施するものであること。
[bookmark: 22000041301000000036]イ　食事の提供、学習支援、体験活動等を通じて子どもが生活習慣を身につけることができる事業であること。
[bookmark: 22000041301000000040]ウ　事業の利用料が無料又は材料費等の実費相当額であること。
[bookmark: 22000041301000000044][bookmark: 22000041301000000048]エ　年間を通じて計画的に運営し、おおむね月１回以上実施すること。
オ　１年以上継続して実施する見込みであること。
[bookmark: 22000041301000000052]カ　補助金の交付申請を行う日が属する年度の２月末日までに事業を開始する予定であること。
[bookmark: 22000041301000000056]キ　事業を実施する団体等に関わる特定の者に利用を限定した運営を行うものでないこと。
[bookmark: 22000041301000000060]ク　事業を実施する地域を管轄する保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うものであること。
[bookmark: 22000041301000000064][bookmark: 22000041301000000068]ケ　設備や周辺の環境、運営時間等に配慮して実施するものであること。
[bookmark: 22000041301000000072]コ　利用者及び事業従事者の安全確保が図られるものであること。
サ　福祉的な支援を必要とする子ども又は保護者等については、市と連携し　て必要な支援に結びつけるよう努めるものであること。
[bookmark: 22000041301000000076]シ　営利活動又は宗教的活動を行うものでないこと。
[bookmark: 22000041301000000080] (補助金の交付対象者)
[bookmark: 22000041301000000082]第３　補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
[bookmark: 22000041301000000086]⑴　社会福祉法人
[bookmark: 22000041301000000090]⑵　ボランティア、ＮＰＯ活動等を行う組織又は団体
[bookmark: 22000041301000000094]⑶　自治会等の地域の住民で組織する団体
[bookmark: 22000041301000000098]⑷　前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
[bookmark: 22000041301000000102]２　前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としない。
　⑴　役員等（役員又はその経営に関与する者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である者又は暴力団員がその経営若しくは運営に実質的に関与している者
⑵　役員等が自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
⑶　役員等が暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
⑷　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
[bookmark: 22000041301000000130] (補助金の交付対象経費等)
[bookmark: 22000041301000000132][bookmark: 22000041301000000136]第４　補助金の交付対象経費及び補助金の額は、別表第１のとおりとする。
２　補助金の交付は、子どもの居場所づくりに取り組む場所１か所につき１回限りとする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
[bookmark: 22000041301000000138]第５　規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する市長が定める軽微な変更は、補助金の額に変更を及ぼさない変更であって、次に掲げるものとする。
[bookmark: 22000041301000000142]⑴　補助金の交付目的に反しない事業内容の変更
[bookmark: 22000041301000000146]⑵　補助対象経費の額の変更
　（前金払の請求）
第６　補助金の前金払を請求しようとするときは、子どもの居場所づくり推進事業費補助金前金払請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。
[bookmark: 22000041301000000150](提出書類及び提出期日)
[bookmark: 22000041301000000152]第７　規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとおりとする。
[bookmark: 22000041301000000156](立入検査等)
[bookmark: 22000041301000000158]第８　市長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所若しくは事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
[bookmark: 22000041301000000162](補則)
[bookmark: 22000041301000000164]第９　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。


[bookmark: 13000748301000000003][bookmark: 13000748301000000011]別表第１(第４関係) 
	[bookmark: 13000748301000000012][bookmark: 13000748301000000013]補助対象経費
	補助金の額

	新規開設（子どもの居場所づくり事業を新たに実施することをいう。以下同じ。）及び機能強化（現に実施している事業に加え、事業を追加して実施することをいう。以下同じ。）を行うために要する経費（国や他の団体等から補助金等の財政的支援を受けているものを除く。）のうち、次に掲げる経費 
１　設備改修費 
２　調理器具購入費 
３　家具購入費 
４　食器購入費 
５　学習教材費 
６　レクリエーション用具購入費 
７　食品衛生責任者講習会の受講費用 
８　広告宣伝費 
９　アドバイザーへの謝金及び旅費 
10　その他市長が必要と認める経費 
	補助対象経費の10分の10以内の額とし、新規開設にあっては50万円、機能強化にあっては30万円を限度とする。 


[bookmark: 13000748301000000008]
別表第２(第７関係) 
	[bookmark: 13000748301000000009][bookmark: 13000748301000000010]条項
	提出書類及び添付書類
	様式
	提出期日

	規則第４条の規定による書類
	子どもの居場所づくり推進事業費補助金交付申請書
	第１号
	別に定める。

	
	１　事業計画書
	第２号
	

	
	２　収支予算書
	第３号
	

	
	３　誓約書
	第４号
	

	
	４　その他市長が必要と認める書類
	
	

	規則第６条の規定による書類
	子どもの居場所づくり推進事業変更(中止)承認申請書
	第５号
	変更又は中止をしようとする日の30日前まで

	
	１　変更又は中止の内容が分かる書類
	
	

	
	２　その他市長が必要と認める書類
	
	

	規則第13条の規定による書類
	子どもの居場所づくり推進事業費補助金交付請求(精算)書
	第６号
	別に定める。

	
	１　子どもの居場所づくり推進事業実績報告書
	第７号
	

	
	２　事業実績調書
	第８号
	

	
	３　収支決算書
	第３号
	

	
	４　その他市長が必要と認める書類
	
	


[bookmark: 13000748301000000034]
14

